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バス経営体の安全に関する研究

久 宗 周 二

The Study on safety system of bus enterprises.

Shuji  Hisamune

Summary

The objective of bus enterprises is to ensure general safety of bus services and they are

responsible to deliver the passengers to their destinations in safety.  1231 accidents occurred in

buses in 2005 and it accounted for about 30% of the total bus accidents by Ministry of Land,

Infrastructure, Transport and Tourism indicates.

The hearing investigation for bus enterprises revealed the safety.  All the bus enterprises

emphasized safety.  They prepared the bus timetable with due consideration for safety and took

safety measures.  However, the safety measures varied with bus enterprises.  The enterprises

employing safety measures appear to reduce the number of accidents in the bus.  There was a

perception gap between bus enterprises and passengers: the enterprises gave priority to safety but

bus passengers tended to get out of seats while the bus was in motion or before the bus made a stop

due to the feeling that they might be urged prompt action by the driver.

The findings of this study will contribute to safety measures of bus enterprises, provided it is

used for the workshops of bus drivers and enlightenment activities to encourage passengers to

remain sitting while the bus is in motion.

１　目　　的

バスの経営体の目的は、バスを安全に運行するとともに、乗客を安全に目的地まで運ぶ役割があ

る。国土交通省によると、バスの車内での事故発生件数は2005年で1231件発生しており、バスの交

通事故全体の約３割を占めている。車内事故に遭った負傷者を年齢層別でみると、70～74歳が224
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人と最も多く、65歳以上が771人（55.5％）と高齢者が過半数を占めている（１）。車内事故が発生す

ると運転者は免許停止などの行政処分を受けると共に、バスを運営している企業なども影響を受け

る。2001年８月仙台市で市営バスに乗車する際、改札機のバスカードを取り出せないでいるうちに

バスが急発進して、84歳の女性がステップから転倒し、腰や胸などを打って怪我をした。2008年３

月に仙台地方裁判所は仙台市交通局に約1188万円の賠償を命じた（２）。バスの車内事故は乗客に危

害を与えるとともに、バス経営体などにも影響する。バスの経営体が安全に対してどのような考え

で運行しているのか、ヒヤリング調査により明らかにした。

２　方　　法

東北地方太平洋側（宮城県、岩手県、青森県）と、北海道南部地区の路線バスを100台以上運行

しているバス経営体（公営事業と民間企業で事業がおこなわれていたため、経営体と称する）の合

計９社（公営３社、民営６社）に対して、最近の事故の傾向や車内事故防止の取り組みについて、

2005年12月から2006年２月までにヒヤリング調査を行った。

バス車内事故についての調査項目

・バス車内事故の件数

・過去５年間の事故傾向など

・運行ダイヤと安全のどちらを重視するか

・乗客をバスに着座させるための啓発方法

・乗務員の教育方法

・運行ダイヤの作成方法

３　結　　果

表１よりバスの車内事故はＤ社とＦ社が減少傾向にあり、Ｅ社は増加していた。

表１　バス車内事故の件数
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表２より事故の傾向として、走行中や停止直前に車内で移動するケースが多い。座席に座ってい

てもしっかりと座っていなかったために転んでしまい、怪我をするケースがあった。年齢、性別で

は高齢の女性に怪我が多かった。増加した経営体はバスの扉による挟まれ事故が多発していた。２

つの経営体で乗客がバスに乗った翌日に「身体が痛くなった」などと申告して治療費や慰謝料を受

け取るケースがあった。実際の車内事故ではなく、金銭を要求するために申請した可能性もある。
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表３よりどの経営体も安全を重視している。Ｈ社は運行ダイヤの確保も重要視しながらも、安全

を重視していると答えていた。

表２　過去５年間の事故傾向など

表３　運行ダイヤと安全のどちらを重視している
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表４よりいずれの経営体においても、走行中に車内アナウンスをして乗客が走行中に座席に着座

するように啓発していた。車内事故の減少している経営体は、車内でのアナウンスの他にも、運転

内容を評価するなどの積極的な多様な対策を行っていた。

表４　乗客を座席に着座させるための啓発方法
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表５より各経営体ともに机上での訓練を実施していた。事故の減少傾向にあるＤ社、Ｆ社はドラ

イブシュミレータを使い、管理者が運転をチェックするなど、多角的な安全教育を行っていた。

表５　乗務員の教育方法
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表６より、各経営体も、運行スケジュールを、基本的には過去の経験に基づいて作成していた。

折り返し場所で５～15分程度の余裕をとり、一停留所当たりの停車時間も30秒～１分の時間をとっ

ているなど余裕のあるダイヤを作成していた。

本研究対象が北海道、東北だったため、降雪期の渋滞などを除いて、バスが遅れる事は少ないと

考えていた。

バスの運行スケジュールは、余裕をもって作られており、バス経営体としては、乗客が車両走行

中に急いで立ち上がる必要はないと考えていた。

４　考　　察

いずれの経営体も、安全を重視していた。運行ダイヤも、安全もどちらもバスの運行には欠かせ

ないものである。バスが日常的に遅れると乗客離れにつながり、バスの事故が多いと安全に対する

不安から同様に乗客が離れていく。運行ダイヤと安全どちらも重要であり、欠かせないものである

が、特に安全を重視していた。

表６　時刻表の作り方
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バス経営体により安全対策に異なっていた。車内事故が減少している経営体は多角的な安全対策

をしているようである。バスの運行スケジュールも余裕を作られており、乗客が車両走行中に急い

で立ち上がる必要はないと考えていた。バスの経営体は安全を重視しているが、乗客へのアンケー

ト調査では、著者の研究では乗客は他の人に迷惑がかかると言う理由でバス走行中や停車前に立ち

上がる行動が見られ、意識の相違があった（３）。筆者の研究よると、バス利用者に対するアンケー

ト調査では、停車前に立つ理由として、「遅く降りると運転手に怒られる」が15人（全体の10.3％）

あった（３）。行動観察結果からも、乗客が走行中に立つことにより短縮される時間は、バスの信号

待ちなどの時間に比べて僅かであった。乗客がバスの降車にもたついているとバス運転手が怒った

ケースがあった（３）。バス車内で乗客がけがをした場合、人身事故として取り扱われ、運転手は運

転免許の停止などの行政処分を受けることになる。車内事故が発生したことにより、運転手自身が

運転できずに、収入などが減るなどの不利益を被る可能性がある。バス経営体は車内事故が発生す

ると運転手も不利益を被ることを認識して安全教育を多角的に行うとともに、バスが完全に停車し

てから乗客が移動するように啓発すべきである。

今回の研究結果をバス運転者の研修などに生かすとともに、乗客に対しても走行中着席を促す啓

発活動を行い、バス経営体の車内事故防止に役立てたい。

（ひさむね　しゅうじ・本学経済学部准教授）
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